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既定の第１種高度地区
既定の第２種高度地区
既定の第３種高度地区
既定の高度地区なしの工業地域
既定の高度地区なしの商業地域

玉川上水駅

立川市役所

立川駅

都市開発諸制度の活用を促進する区域
高度利用地区
市街化調整区域
第一種低層住居専用地域（既に用途地
域の指定において、絶対高さ10ｍまた
は12ｍと定められている区域）

対象外区域

対象区域

地
の
確
保
等
の
公
共
貢
献
を
行
う
建

築
計
画
に
対
し
、
容
積
や
斜
線
等
の

形
態
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
で
市
街

地
環
境
の
向
上
に
寄
与
す
る
良
好
な

都
市
開
発
の
誘
導
を
図
る
制
度

●
市
街
化
調
整
区
域（
※
７
）　

都

市
計
画
法
に
よ
る
都
市
計
画
の
一
つ

で
、
原
則
と
し
て
市
街
化
を
抑
制
す

べ
き
区
域

●
一
団
地
の
住
宅
施
設（
※
８
）　

都

市
計
画
で
定
め
た
一
団
地
に
お
け
る

50
戸
以
上
の
集
団
住
宅
と
こ
れ
ら
に

附
帯
す
る
通
路
な
ど
の
施
設
。
良
好

な
居
住
環
境
を
有
す
る
住
宅
と
居
住

者
の
生
活
施
設
を
一
団
の
土
地
の
中

に
集
団
的
に
建
設
す
る
こ
と
で
、
都

市
機
能
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
都
市
施
設

●
既
存
不
適
格
建
築
物（
※
９
）　

現

に
存
在
す
る
建
築
物
、
ま
た
は
工
事

中
の
建
築
物
が
そ
の
時
点
で
法
令
等

に
適
合
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
は
適
用
さ

れ
ず
、
違
反
建
築
物
と
な
ら
な
い
よ

う
な
建
築
物

背
景

1
　

市
は
、
計
画
的
な
市
街
地
の
形
成

を
図
る
た
め
、「
立
川
市
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
て
い
ま

す（
平
成
13
年
３
月
策
定
・
平
成
23

年
３
月
改
定
）。
こ
の
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
で
は
、
無
秩
序
な
開
発
を
抑
制

し
、
適
切
な
土
地
利
用
を
誘
導
す
る

な
ど
、
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
ま

ち
の
将
来
像
や
ま
ち
づ
く
り
の
方
針

等
を
具
体
的
に
示
し
て
い
ま
す
。
そ

の
な
か
で
、
計
画
的
な
土
地
利
用
の

誘
導
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
建
物
高

さ
の
ル
ー
ル
の
導
入
を
検
討
す
る
と

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
は
景
観
法
に
基
づ
く
景

観
行
政
団
体
と
し
て
平
成
24
年
10
月

１
日
か
ら「
立
川
市
景
観
計
画
」を
運

用
し
、
自
然
、
文
化
、
街
並
み
等
に

配
慮
し
た
景
観
づ
く
り
を
計
画
的
に

推
進
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
市
内
に
お
け
る
建
築
物
の

高
さ
に
関
す
る
規
制
に
は
、
第
一
種

低
層
住
居
専
用
地
域
や
風
致
地
区※

※

、

地
区
計
画※

※

に
よ
る
絶
対
高
さ
、道
路
・

隣
地
・
北
側
か
ら
の
斜
線
制
限
、
日

影
規
制
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
斜
線
制

限
に
よ
る
規
制
で
は
敷
地
の
規
模
や

形
状
に
よ
り
、
高
層
な
建
築
が
可
能

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
年
、
多
摩
地

域
に
お
い
て
、
建
築
物
の
絶
対
高
さ

を
定
め
る
自
治
体
が
増
加
し
て
い
ま

す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
新
た
な
高
さ
に

関
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
、
絶
対
高
さ

を
定
め
る
高
度
地
区
の
指
定
に
向

け
、
こ
の
た
び
、「
立
川
市
絶
対
高

さ
を
定
め
る
高
度
地
区
指
定
に
関
す

る
検
討
方
針（
案
）」を
取
り
ま
と
め

ま
し
た
。

指
定
の
目
的

2
　

絶
対
高
さ
を
定
め
る
高
度
地
区
を

指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
状
の
建

築
物
の
高
さ
が
形
成
す
る
街
並
み
を

維
持
し
、
突
出
し
た
建
築
物
が
建
築

さ
れ
る
こ
と
を
予
防
し
、
良
好
な
市

街
地
環
境
の
形
成
を
図
り
ま
す
。

指
定
の
考
え
方
と
区
域

3高
度
地
区
の
種
類

●
併
用
型
の
高
度
地
区　

斜
線
制

限
型
高
度
地
区
が
既
に
指
定
さ
れ
て

い
る
区
域
に
は
、
絶
対
高
さ
と
斜
線

の
併
用
型
の
高
度
地
区
を
指
定
し
ま

す
。

●
絶
対
高
さ
の
み
の
高
度
地
区　

こ

れ
ま
で
斜
線
制
限
型
高
度
地
区
が
指

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
区
域
で
、
工

業
地
域
お
よ
び
商
業
地
域
に
、
絶
対

高
さ
の
み
の
高
度
地
区
を
指
定
し
ま

す
。建

築
物
の
高
さ
を
検
討
す
る
区
域

　

建
築
物
の
高
さ
の
検
討
に
際
し
て

は
、
用
途
地
域※

※

、
建
ぺ
い
率※

※

、
容
積

率※

※

と
の
整
合
が
図
れ
る
よ
う
に
検
討

し
て
い
く
も
の
と
し
ま
す
。
各
区
域

に
関
す
る
考
え
方
は
次
の
通
り
で
す
。

●
既
定
の
第
１
種
高
度
地
区　

中
高

層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
環
境
を
保

護
し
、
後
背
地
ま
た
は
隣
接
す
る
低

層
住
宅
地
の
住
環
境
に
配
慮
し
た
高

さ
を
検
討
し
ま
す
。

●
既
定
の
第
２
種
高
度
地
区　

日
常

生
活
に
必
要
な
商
業
施
設
等
の
都
市

機
能
と
住
宅
が
調
和
、
ま
た
は
住
工

が
調
和
し
、
後
背
地
の
低
層
住
宅
地

の
住
環
境
に
配
慮
し
た
高
さ
を
検
討

し
ま
す
。

●
既
定
の
第
３
種
高
度
地
区　

地
域

の
生
活
圏
の
中
心
と
し
て
、
日
常
生

活
に
か
か
わ
る
商
業
施
設
等
の
都
市

　「まちの魅力と景観と
商売の三角関係」をテー
マに、第５回景観セミ
ナーを開催します。店舗
経営者、建築デザイナー
のほか、どなたにも役に
立つ内容です。
時2月10日（月）午後7時〜
9時場女性総合センター
定180人（申込順）
申2月3日（月）〔必着〕までに、景観セミナー参
加希望、氏名（ふりがな）、住所、連絡先（ファク
ス・Ｅメールアドレス）、参加人数を書いて、郵
送・ファクス・Ｅメールで都市計画課景観係・
内線2376Fax（522）9725 e keikan0001@city.

tachikawa. lg. jp へ

機
能
の
集
積
を
図
る
高
さ
を
検
討
し

ま
す
。

●
既
定
の
高
度
地
区
な
し
の
工
業
地

域　

住
工
農
が
調
和
す
る
高
さ
を
検

討
し
ま
す
。

●
既
定
の
高
度
地
区
な
し
の
商
業
地

域　

都
市
機
能
の
充
実
を
図
る
高
さ

を
検
討
し
ま
す
。

対
象
区
域

　

原
則
と
し
て
、
市
内
全
域
に
指
定

し
ま
す（
5
面
図
参
照
）。
た
だ
し
、

次
の
区
域
は
指
定
の
対
象
外
と
し
ま

す
。

▼
都
市
開
発
諸
制
度※

※

の
活
用
を
促
進

す
る
区
域
＝
土
地
の
合
理
的
か
つ
健

全
な
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新

を
図
る
区
域
の
た
め
▼
高
度
利
用
地

区
＝
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
高

度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新
を
図
る

地
区
の
た
め
▼
市
街
化
調
整
区
域※

※

＝

都
市
計
画
区
域
の
う
ち
、
市
街
化
を

抑
制
す
べ
き
区
域
の
た
め
▼
第
一
種

低
層
住
居
専
用
地
域
＝
既
に
用
途
地

域
の
指
定
に
お
い
て
、
絶
対
高
さ
10

㍍
ま
た
は
12
㍍
と
定
め
ら
れ
て
い
る

た
め

適
用
の
除
外・特
例
の
適
用

4適
用
の
除
外

●
都
市
計
画
で
定
め
る
も
の　

地
区

計
画
、
一
団
地
の
住
宅
施
設※

※

な
ど
の

都
市
計
画
に
よ
り
、
高
さ
の
最
高
限

度
を
定
め
た
区
域
は
、
そ
の
最
高
限

度
を
絶
対
高
さ
と
し
て
読
み
替
え
ま

す
。

●
制
限
値
を
超
え
る
既
存
建
築
物　

現
に
存
在
す
る
建
築
物
、
ま
た
は
現

に
建
築
・
修
繕
・
模
様
替
え
の
工
事

中
の
建
築
物
が
当
該
規
定
に
適
合
し

市
は
、
良
好
な
市
街
地
環
境
の
維
持
や
美
し
い
街
並
み
形
成
を
図
る
た
め
に
、
建
築
物
の
最
高
限

度（
絶
対
高
さ
）の
導
入
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
骨
子
を
定
め
て
い
く

た
め
の
検
討
方
針（
案
）を
作
成
し
ま
し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
検
討
方
針

（
案
）へ
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

な
い
部
分
が
あ
る
場
合（
以
下
、「
既

存
不
適
格
建
築
物※

※

」）、
当
該
建
築
物

の
部
分
に
対
し
て
は
当
該
規
定
を
適

用
し
ま
せ
ん
。

特
例
の
適
用

●
既
存
不
適
格
建
築
物
の
建
て
替
え

既
存
不
適
格
建
築
物
の
建
て
替
え
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
制
限
値
の

範
囲
内
で
建
て
替
え
を
行
う
も
の
と

し
ま
す
が
、
現
状
の
範
囲
内
で
あ
れ

ば
、
建
て
替
え
可
能
な
緩
和
措
置
を

検
討
し
ま
す
。

●
そ
の
他　

公
益
上
や
む
を
得
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
周
囲
の
状
況

等
で
環
境
上
ま
た
は
土
地
利
用
上
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
良

好
な
建
築
計
画
の
建
築
物
な
ど
、
市

長
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
絶
対

高
さ
を
緩
和
で
き
る
特
例
措
置
を
検

討
し
ま
す
。

検
討
方
針（
案
）を
ご
覧
に

な
る
に
は

　

検
討
方
針（
案
）の
く
わ
し
い
内
容

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、
都

市
計
画
課（
市
役
所
２
階
）、
市
政
情

報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
３
階
）、
各
地

域
学
習
館
、
各
市
立
図
書
館
で
１
月

10
日（
金
）か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

ご
意
見
の
送
付
方
法

　

ご
意
見
は
、
1
月
30
日（
木
）〔
必

着
〕ま
で
に
、
住
所
、
氏
名
を
書
い

て
、
都
市
計
画
課（
市
役
所
2
階
）に

直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
専
用
フ
ォ
ー
ム

か
ら
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課
・
内
線
2
3
6
6
Fax

（
5
2
2
）9
7
2
5

今
後
の
流
れ

　

都
市
計
画
決
定
ま
で
の
流
れ
は
左

図
の
通
り
で
す
。
市
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
段
階
で
市
民
意
見
募
集
を
行
い
、

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
声
を
丁
寧
に

受
け
止
め
、
計
画
に
反
映
さ
せ
て
い

く
予
定
で
す
。

●
風
致
地
区（
※
１
）　

都

市
の
自
然
的
景
観
を
維
持

す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
る

都
市
計
画
の
地
域
地
区
の

一
つ
で
、
樹
林
地
や
水
辺
地
等
で
構

成
さ
れ
る
良
好
な
自
然
的
景
観
を
形

成
し
て
い
る
土
地
が
指
定
さ
れ
る

●
地
区
計
画（
※
２
）　

建
築
物
の
建

築
形
態
、
公
共
施
設
そ
の
他
の
配
置

等
か
ら
み
て
、
一
体
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
区
域
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
良

好
な
環
境
の
街
区
を
整
備
し
、
開
発

し
、
保
全
す
る
た
め
の
計
画

●
用
途
地
域（
※
３
）　

都
市
計
画
の

地
域
地
区
の
一
つ
で
、
目
指
す
べ
き
市

街
地
像
に
応
じ
て
用
途
別
に
分
類
さ

れ
る
12
種
類
の
都
市
計
画
の
総
称

●
建
ぺ
い
率（
※
４
）　

建
築
物
の
建

築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合

●
容
積
率（
※
５
）　

建
築
物
の
延
べ

面
積（
建
築
物
の
各
階
の
床
面
積
の

合
計
）の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合

●
都
市
開
発
諸
制
度（
※
６
）　
「
特
定

街
区
」「
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め

る
地
区
計
画
」「
高
度
利
用
地
区
」「
総

合
設
計
」の
こ
と
を
指
し
、
公
開
空

絶
対
高
さ
を
定
め
る
高
度
地
区
指
定
に
関
す
る
検
討
方
針（
案
）

良
好
な
市
街
地
環
境
の
維
持
・
形
成
の
た
め
に

※斜線制限は第１種から第３種まであり、種別により斜線の
傾斜角度等が異なります。

都市計画法に基づく地域地区の一種
で、市街地環境の維持、または土地

利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度や
最低限度を定めるものです。絶対高さとは、建てるこ
とができる建築物の高さの最高限度のことをいいます。

都市計画決定までの流れ

今回お知らせする検討方針（案）以降、市民意見募集は次のようにそれぞれの段階で行う予定です

高度地区の種類

北

建築できる
範囲

建築できる
範囲

斜線の制限※

〔併用型〕 〔絶対高さのみ〕

用語解説

都
市
計
画
決
定
告
示

検討方針
決定

骨子案
策定 素案策定 原案策定 案策定検

討
方
針（
案
） 市民意見募集 市民意見募集市民意見募集 市民意見募集

絶対高さを定める
高度地区指定対象区域図

高度地区とは

敷地 敷地
北側隣地境界線 北側隣地境界線

絶対
高さ制限

景観から考えるおもてなし
第５回 景観セミナー

絶
対
高
さ
を
定
め
る
高
度
地
区
指
定
に
関
す
る

検
討
方
針（
案
）を
作
成

問
都
市
計
画
課
・
内
線
2
3
6
6


